
作成／東京都医師会 

指定居宅療養管理指導事業所の利用者等への説明文モデル（診療所用） 

 

 

居宅療養管理指導について 

 

１．本院は、介護保険制度「居宅療養管理指導」の東京都指定実施医療機関です。 

「居宅療養管理指導」とは、介護保険制度において要支援・要介護の認定を受けられ

た方で、通院が困難な方のご自宅(居宅)を訪問し、継続的な医学的管理に基づいて医師

が行うものです。 

具体的には、従来の医療保険での往診・訪問診療に加えて、次のことを行います。 

（１）居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)へ、居宅サービス計画の作成等に必要な情

報を提供します。 

（２）要介護者または家族の方へ、居宅サービス利用上の留意事項や介護方法の指導・

助言等を行います。 

（３）その他、療養上必要な事項についての指導・助言等を行います。 

 

２．利用料について 

（１）訪問診療や往診の際に『居宅療養管理指導費』として、介護保険制度において定

められた利用料の１割(５００円、または２９０円)を、月に１ないし２回いただき

ます。 

（２）「居宅療養管理指導」に関わる交通費等については、実費をいただきます。 

 

３．その他 

（１）居宅療養管理指導、その他介護サービスについてご質問・ご要望等がございまし

たら、本院受付までお申し出ください。 
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○ ○ 院 長 


